
令和４年度青森市生活困窮者支援臨時給付金事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、昨今の原油価格及び物価の高騰を受け、特に厳しい生活が予想される

低所得の高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯等への支援策として、食費・光熱水費

等の一部を助成する令和４年度青森市生活困窮者支援臨時給付金事業の実施について必

要な事項を定め、もって市民生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。 

 

（支給対象世帯） 

第２条 生活困窮者支援臨時給付金（以下「臨時給付金」という。）の支給対象世帯は、令

和４年１０月１日（以下「基準日」という。）において、本市の住民基本台帳（外国人に

あっては外国人登録原票）に登録されている世帯のうち、令和４年度の市民税及び県民税

が非課税である者のみで構成される世帯（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規

定による保護を受けているもの又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年４月６日法律

第３０号）の規定による支援給付を受けているものを除く。）で、次の各号のいずれかに

該当するものとする。 

⑴ 満６５歳以上の高齢者のみで構成される世帯 

⑵ 身体障害者手帳、愛護手帳（療育手帳）又は精神障害者保健福祉手帳を所持している

障害者が世帯構成員となっている世帯 

⑶ 満１９歳未満の児童を父母の一方が養育している世帯又は父母に代わって児童の親

族が養育している世帯 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が認める世帯 

２ 前項の規定にかかわらず、青森市暴力団排除条例（平成２３年青森市条例第３３号）第

２条第２号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者を

含む世帯は、臨時給付金の支給の対象外とする。 

３ 第１項の高齢者、障害者又は児童（以下「高齢者等」という。）が、基準日から継続し

て１か月を超えて、別に定める福祉施設若しくは介護保険施設に入所し、又は医療機関に

入院している場合は、当該高齢者等は、同項各号の世帯の構成員に含まれないものとみな

す。 

４ 第６条の規定による臨時給付金の支給を受ける前に支給対象世帯の構成員全てが死亡

したときは、第１項の規定にかかわらず、当該世帯は臨時給付金の支給の対象外であった

ものとみなす。 

 

（臨時給付金の額） 

第３条 臨時給付金の額は、１世帯当たり１０，０００円とする。 

 

（臨時給付金の支給申請） 

第４条 臨時給付金の支給を受けようとする世帯の世帯主（以下「申請者」という。）は、

令和４年１０月１７日から同年１２月１６日までの間に、生活困窮者支援臨時給付金支

給申請書（以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

 

（臨時給付金の支給決定） 

第５条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、臨時給付金の

支給の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により臨時給付金の支給を決定したときは、生活困窮者支援臨時給



付金支給決定及び支給額確定通知書を、臨時給付金の不支給を決定したときは、生活困窮

者支援臨時給付金不支給決定通知書を、速やかに当該申請者に送付するものとする。 

 

（臨時給付金の支給） 

第６条 市長は、前条の規定により臨時給付金の支給を決定したときは、第３条に規定する

額を申請者に支給するものとする。 

 

（臨時給付金の返還） 

第７条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により臨時給付金の支給を受けた

と認めたときは、臨時給付金の全部又は一部を返還させることができる。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、臨時給付金の支給については、青森市補助金等の交

付に関する規則（平成１７年青森市規則第６２号）の定めるところによる。 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（実施期日） 

この要綱は、令和４年１０月１７日から実施する。 


